
千 葉 県 警 察 の 鑑 識 技 能 検 定 に 関 す る 細 則 の 制 定 に つ い て  

平 成 26年 ３ 月 28日 例 規 （ 鑑 ） 第 13号  

 

警 察 本 部 長  

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の 細 則 を 別 添 の と お り 制 定 し 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、 誤 り の な い

よ う に さ れ た い 。  

別 添  

千 葉 県 警 察 の 鑑 識 技 能 検 定 に 関 す る 細 則  

１  趣 旨  

こ の 細 則 は 、 千 葉 県 警 察 に お け る 鑑 識 技 能 検 定 （ 以 下 「 技 能 検 定 」 と い う 。 ） の 実 施 に 関 し 、 鑑

識 技 能 検 定 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 26年 警 察 庁 訓 令 第 ２ 号 。 以 下 「 警 察 庁 訓 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も

の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  技 能 検 定 の 方 法  

警 察 庁 訓 令 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 科 目 別 上 級 検 定 は 、 当 該 科 目 の 専 門 的 知 識 に つ い て 筆 記 試

験 を 行 い 、 同 試 験 に 合 格 し た 者 に 対 し 、 実 地 試 験 を 行 う も の と す る 。  

３  技 能 検 定 対 象 者  

(１ ) 初 級 検 定 の 検 定 対 象 者 は 、 次 の と お り と す る 。  

ア  初 任 補 修 科 に 入 校 中 の 警 察 官  

イ  初 任 補 修 科 に 入 校 し た 者 の う ち 、 や む を 得 な い 理 由 （ 病 気 、 負 傷 等 ） に よ り 、 初 級 検 定 を 受

検 す る こ と が で き な か っ た 警 察 官  

ウ  初 級 検 定 を 受 検 し た が 、 不 合 格 と な っ た 者  

エ  そ の 他 所 属 長 が 必 要 と 認 め た 者 で あ っ て 、 ６ か 月 以 上 の 実 務 経 験 を 有 す る 者  

(２ ) 科 目 別 上 級 検 定 の 検 定 対 象 者 は 、 初 級 検 定 取 得 後 １ 年 を 経 過 し た 者 と す る 。  

４  技 能 検 定 の 合 格 基 準  

(１ ) 技 能 検 定 の 合 格 基 準 は 、 警 察 庁 訓 令 第 ４ 条 の 規 定 に よ る も の と す る 。  

(２ ) 初 級 検 定 に つ い て は 、 筆 記 試 験 及 び 実 地 試 験 の 各 科 目 と も ６ 割 以 上 の 点 数 を 取 得 し た 者 を 合

格 と す る 。  

(３ ) 科 目 別 上 級 検 定 に つ い て は 、 筆 記 試 験 及 び 実 地 試 験 の 各 科 目 と も ７ 割 以 上 の 点 数 を 取 得 し た

者 を 合 格 と す る 。  

(４ ) 総 合 上 級 検 定 に つ い て は 、 科 目 別 上 級 検 定 の 全 部 に 合 格 し た 者 に 対 し 、 書 面 等 に 基 づ い て 審

査 を 行 い 、 鑑 識 実 務 に 精 通 し て い る と 認 め ら れ る 者 を 合 格 と す る 。  

５  技 能 検 定 の 実 施 者 等  

(１ ) 技 能 検 定 の 実 施 機 関 は 、 刑 事 部 鑑 識 課 、 実 施 責 任 者 は 、 刑 事 部 鑑 識 課 長 （ 以 下 「 鑑 識 課 長 」

と い う 。 ） と す る 。  

(２ ) 鑑 識 課 長 は 、 技 能 検 定 を 統 轄 し 、 次 の 事 務 を 行 う 。  

ア  技 能 検 定 の 実 施 に 関 す る こ と 。  

イ  技 能 検 定 の 実 施 結 果 に 基 づ く 合 格 者 の 決 定 に 関 す る こ と 。  

ウ  合 格 証 の 交 付 に 関 す る こ と 。  

６  技 能 検 定 の 受 検 手 続  

(１ ) 鑑 識 課 長 は 、 技 能 検 定 の 実 施 日 時 等 に つ い て 所 属 長 に 通 知 し 、 受 検 希 望 者 の 調 査 を 依 頼 す る

も の と す る 。 た だ し 、 前 記 ３ (１ )ア の 規 定 に よ る 者 を 除 く 。  

(２ ) 前 (１ )の 通 知 を 受 け た 所 属 長 は 、 受 検 希 望 者 を 調 査 の 上 、 鑑 識 課 長 に 回 答 す る も の と す る 。  

７  合 格 者 の 決 定 等  

(１ ) 鑑 識 課 長 は 、 技 能 検 定 を 実 施 し た と き は 、 そ の 実 施 結 果 を 受 検 者 の 所 属 す る 長 に 通 知 す る も

の と す る 。  

(２ ) 鑑 識 課 長 は 、 技 能 検 定 の 合 格 者 に 対 し 、 鑑 識 技 能 検 定 合 格 証 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 交 付 す

る も の と す る 。  

(３ ) 鑑 識 課 長 は 、 鑑 識 技 能 検 定 合 格 証 書 交 付 台 帳 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 備 え 付 け る と と も に 、 技

能 検 定 に 合 格 し た 者 を こ れ に 登 載 し 、 そ の 状 況 を 明 ら か に し て お く も の と す る 。  



８  経 過 措 置  

こ の 細 則 施 行 前 に 千 葉 県 警 察 鑑 識 技 能 検 定 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 42年 本 部 訓 令 第 14号 ） に 基 づ い て

実 施 し た 技 能 検 定 に 合 格 し て い る 者 は 、 警 察 庁 訓 令 及 び こ の 細 則 に よ る 技 能 検 定 に 合 格 し た も の と

み な す 。  

９  そ の 他 の 措 置  

こ の 細 則 に 定 め る も の の ほ か 、 技 能 検 定 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 鑑 識 課 長 が 定 め る も の と す る 。  

 

 以 下 様 式 省 略  


